
 

Zeirom 2026 使⽤許諾契約 

公益財団法人日本関税協会（以下、甲といいます。）と甲の提供するソフトウェア（プログラム

および各種データファイル）および製品について解説したマニュアル一式（以下、製品といいま

す。）の購入者（以下、乙といいます。）は、製品の使用権及び使用方法について、以下の内容をも

って契約します。 

 

（使⽤条件） 
第１条 乙は、本ソフトウェアを１台のコンピュータにおいて使用することができます。乙が本 

ソフトウェアをネットワーク上の複数のコンピュータで共有して使用することは、著作権法上

で認められている場合を除きできません。ただし、乙が甲の定める基準に従って使用許諾を得

た場合はこの限りではありません。 

 

第２条 本ソフトウェアは下記（１）、（２）のデータベースをテキスト・ファイルに出力できま

すが、そのデータのご利用にあたっては下記の制約があります。 

（１）「実行関税率表」および「輸出統計品目表」 

「実行関税率表」および「輸出統計品目表」のデータベースファイルは、乙が本ソフト

ウェアをインストールした固有の端末においてのみ使用する場合は、第３条に掲げる禁止

事項に抵触しなければ特段の制約はありません。 

ただし、同ファイルをネットワーク環境またはシステム等に組み入れて使用することは

できません。 

（２）「関税率表解説」、「関税分類例規集」および「NACCS 細分」 

「関税率表解説」、「関税分類例規集」および「NACCS 細分データ」のデータベースファ

イルは、第３条に掲げる禁止事項に抵触しなければ、ご自由にお使いいただくことができ

ます。 

 

（禁⽌事項） 
第３条 乙は、以下の行為を行うことはできません。 

（１）本契約書に定める条件に反する本ソフトウェアの使用および複製をすること、並びにマ

ニュアル等関連製品の複製をすること 

（２）本ソフトウェアを改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル、

または、これらに類する方法で本ソフトウェアのソースコードの解読を試みようとするこ

と 

（３）本ソフトウェアおよび複製物を第三者への譲渡、貸与および再使用許諾をすること 

 

（保証範囲） 
第４条 乙が本製品を購入した日から40日以内に甲がソフトウェアの不具合（バグ）を修正したとき

は、当該不具合を修正したソフトウェアまたはそれに関する情報を乙に提供します。ただし、修

正したソフトウェアまたはそれに関する情報の提供の必要性および提供時期等については、甲の

判断に基づき決定いたします。 



 

２ 甲は、本契約書に定める場合を除き、本製品使用に起因するいかなる損害に対しても賠償責任を

負いません。 

 

（契約期間等） 
第５条 本契約は、乙が本ソフトウェアをインストールした時点で発効し、乙が本ソフトウェア

の使用を停止するまで有効とします。ただし、乙が本契約のいずれかの条項に違反した場合に

は、甲は本契約を一方的に終了させていただくとともに、応分の損害賠償を請求することがあ

ります。 

 

（その他） 
第６条 本製品の仕様及び機能については事前の予告なしに変更することがあります。 

２ 本製品の内容訂正・データ更新等についての情報は、甲が発行または発信する媒体またはホ

ームページ等を通じて提供いたします。 

３ 本製品に関するご質問等は、ヘルプファイル等に記載されたユーザーサポートまでメールで

お問い合わせください。 

４ 上記の契約において規定されていない事項については、甲が判断し、その権利を留保するも

のとします。 

５ 本ソフトウェアの利用に関する訴訟は、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。 

６ 本ソフトウェアの利用に関する法律問題は、日本法を準拠法とします。 

７ 本ソフトウェアの利用に関して、本契約または甲の指導により解決できない問題が生じた場

合には、甲乙間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。 

 


